
（第１４条関係）

鳥取県有機農産物等認証業務者研修実施規程

（目的）
第１条 この規程は、鳥取県有機農産物等認証業務規程第１４条の規定に基づき、県の有
機農産物等の認証業務を行う者の育成と知識の向上を目的に行う研修に関する事項につ
いて規定する。

（対象者）
第２条 研修の対象者は、検査員、判定員及び認証に係る事務に従事する者（以下「事務
員」という ）とする。。

（研修内容）
第３条 研修内容は次のとおりとする。
（１）ＪＡＳ関係法令に関すること
（２）有機農業等全般に関すること
（３）認証業務に関すること
（４）その他必要な事項

（研修の実施）
第４条 県は、毎年度少なくとも１回以上研修を行う。

（研修の方法）
第５条 研修は、生産現場を含め必要に応じた場所で開催する。
２ 講師については基本的に県担当職員とするが、必要に応じて外部の講師を招くものと
する。

３ 県は （一社）日本農林規格協会等の他団体が主催する講習会への研修対象者の参加、
をもって、県が主催する研修に参加したものとみなすことができる。

（管理）
第６条 県は、研修履歴を記録し管理する。

附 則
この規程は、平成１６年１月８日から施行する。

附 則
この改正は、平成１８年７月５日から施行する。

附 則
この改正は、平成２２年３月２９日から施行する。

附 則
この改正は、平成２４年８月１０日から施行する。

附 則
この改正は、平成２５年３月２７日から施行する。

附 則
この改正は、平成２６年６月１０日から施行する。

附 則
この改正は、平成３１年４月１９日から施行する。


